
ロシアはウクライナ侵略戦争やめよ
ロシア･中国・北朝鮮を利用した９条破壊攻撃許さない

安
倍･

維
新
の
核
兵
器
共
有
は
日
本
を
戦
場
に

洛
西
生
協
前
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

29
日
行
動
に
参
加
を

４
月
29
日(
金･

祝
）

午
後
4
時
か
ら

4
時
30
分

境
谷
本
通

洛
西
生
協
交
差
点

マ
ス
ク
着
用
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
小
雨
決
行
。

宣
伝
物
の
持
ち
込
み
歓
迎
で
す
。

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

発
行

２
０
２
２
年
4
月
19
日

事
務
局

連
絡
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
０
ー
７
８
８
５
ー
２
４
３
０

憲
法
９
条
改
悪
を
許
さ
な
い
署
名

広
げ
て
下
さ
い
。

◎
核
兵
器
の
共
有
と
は

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
（
北
太
平
洋
条
約
機
構
）
は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
兵
器
を
「
抑
止
力
」
と
し

て
共
有
し
て
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
発
射
ボ
タ
ン
は
ア
メ
リ
カ
が
保
有
し
て
い
ま
す
。

日
本
に
あ
る
米
軍
基
地
は
自
衛
隊
と
共
有
を
含
め
１
３
１
カ
所
有
り
ま
す
。

非
核
三
原
則
（
核
を
持
ち
込
ま
ず
）
を
外
し
て
米
軍
基
地
に
保
有
を
認
め
れ
ば
、
そ

の
基
地
が
一
番
先
に
狙
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戦
争
に
な
れ
ば
真
っ
先
に

攻
撃
対
象
に
な
る
事
は
明
ら
か
で
す
。

◎
緊
急
事
態
条
項
と
は

憲
法
に
「
緊
急
事
態
条
項
」
を
書
き
込
め
ば
、
国
会
を
軽
視
し
、
内
閣
が
、
法
律
と

同
等
の
効
果
を
持
つ
政
令
を
乱
発
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

真
っ
先
に
や
ら
れ
る
の
は
国
民
の
自
由
と
民
主
主
義
に
制
限
を
か
け
、
反
対
す
る
人

達
を
排
除
し
、
国
に
言
わ
れ
る
ま
ま
の
暗
黒
政
治
に
な
る
の
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。

す
で
に
２
人
以
上
が
集
ま
っ
て
相
談
す
る
だ
け
で
逮
捕
出
来
る
共
謀
罪
法
・
国
民
に

真
実
を
隠
す
秘
密
保
護
法
・
国
民
の
通
信
を
盗
聴
す
る
盗
聴
法
の
改
悪
な
ど
「
弾
圧
」

強
化
の
法
律
を
強
行
し
て
お
り
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
・
顔
認
証
が
で
き
る
監
視
カ
メ
ラ

で
国
民
を
監
視
出
来
る
体
制
を
強
め
て
い
ま
す
。

自
衛
隊
が
平
和
的
な
デ
モ
や
抗
議
行
動
を
「
反
戦
デ
モ
」
と
敵
視
し
武
力
で
排
除
す

る
訓
練
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◎
憲
法
に
自
衛
隊
を
書
き
込
む
と
は

憲
法
に
は
特
定
の
省･

庁
を
ど
う
す
る
か
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
、
基
本
的
に
は

国
が
国
民
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
事
が
明
記
さ
れ
、
各
法
律
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
第
二
章
で
戦
力
を
持
た
な
い
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎
外
国
が
攻
め
て
く
れ
ば
？

憲
法
は
、
軍
隊
を
持
た
な
い
か
ら
と
い
っ
て
も
個
別
的
自
衛
権
を
持
っ
て
い
な
い
わ

け
で
は
有
り
ま
せ
ん
。
憲
法
違
反
の
自
衛
隊
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
戦
後
、
陸
上
自

衛
隊

は
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
年
）
朝
鮮
戦
争
勃
発
時
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
基
づ
き

戦
争
の
時
代
に
さ
せ
な
い
た
め
に
は

第
二
章

戦
争
の
放
棄

〔
戦
争
の
放
棄
と
戦
力
及
び
交
戦
権
の
否
認
〕

第
九
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

２

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し

な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

日
本
を
戦
前
に
戻
す
自
民
党
の
改
憲
草
案

ポ
ツ
ダ
ム
政
令
に
よ
り
警
察
予
備
隊
が
総
理
府
の
機
関

と
し
て
組
織
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、
保
安

庁･

防
衛
庁
・
防
衛
省
と
「
格
上
げ
」
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

◎
対
敵
基
地
攻
撃
能
力
を
持
つ
と
は

安
倍
元
総
理
な
ど
は
従
来
の
敵
基
地
攻
撃
能
力
保
有

（
ミ
サ
イ
ル
な
ど
を
日
本
領
空
以
外
で
打
ち
落
と
す
）

か
ら
、
攻
撃
国
の
中
枢
ま
で
反
撃
す
る
主
張
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
で
は
全
面
戦
争
と
な
り
ま
す
。

◎
集
団
的
自
衛
権
と
は

安
倍
元
総
理
が
「
閣
議
決
定
」
し
た
集
団
的
自
衛
権

と
は
、
「
同
盟
国
」
ア
メ
リ
カ
が
世
界
各
地
で
行
っ
て

い
る
「
戦
争
」
に
よ
り
攻
撃
さ
れ
る
と
日
本
が
参
戦
す

る
と
い
う
危
険
な
関
係
で
す
。
こ
れ
は
憲
法
違
反
で
す
。

◎
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
も
配
慮
し
た
憲
法
９
条

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
3
月
23
日
の

日
本
国
会
の
演
説
で
、
「
日
本
が
す
ぐ
援
助
の
手
を
差
し

伸
べ
て
く
れ
た
」
と
謝
意
「
ア
ジ
ア
で
ロ
シ
ア
に
初
め
て

圧
力
を
か
け
始
め
た
の
は
日
本
だ
」
と
指
摘
。
日
本
が
厳

し
い
経
済
制
裁
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
を
評
価
し
、
「
さ
ら

な
る
圧
力
を
か
け
る
こ
と
で
平
和
を
戻
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
も
述
べ
、
制
裁
の
継
続
と
強
化
を
求
め
た
。

し
か
し
他
国
で
要
請
し
て
い
る
軍
装
備
な
ど
の
支
援
要

請
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
が
憲
法
９
条
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
理
解
し
た
発
言
で
す
。

《
生
か
そ
う
憲
法

守
ろ
う
９
条

５
・
３
憲
法
集
会
ｉ
ｎ
京
都
》

◇
日
時
：
２
０
２
２
年
５
月
３
日
（
火/

祝
）

14
時
４
５
分
～
（
13
時
45
分
開
場
）

◇
会
場
：
円
山
公
園
野
外
音
楽
堂

◇
主
催
：
憲
法
９
条
京
都
の
会
／
９
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！

全
国
市
民
ア
ク
シ
ョ
ン･

京
都


